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学校における体育活動中の体罰・ハラスメント等の根絶及び事故防止について 

 

 

各学校におきましては、日頃より、体育の授業、体育的行事（運動会等）及び運動部

活動等の体育活動の実施に当たり、体罰・ハラスメント等の不適切行為の根絶、事故防

止や事故の際の適切な措置に取り組んでいただいているところですが、このことについ

ては、引き続き万全を期する必要があります。 

文部科学省では、「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイド

ライン」（令和７年12月）において、学校部活動における暴力・暴言・ハラスメント・い

じめ等の不適切行為の根絶に向けた取組や留意事項等について具体的に示しています

（別添１）。また、スポーツ庁では、運動・スポーツ中の暴力・ハラスメント事案や事故

の防止を図るため、全ての運動・スポーツに共通して必要となる取組や留意点をまとめ

た「運動・スポーツにおける安全対策の評価・改善のためのガイドライン（試行版）」

（令和８年１月）を策定しました。 

ついては、体育活動中の体罰・ハラスメント等の不適切行為の根絶及び事故防止のた

めの取組が確実かつ適切に実施されるよう、各学校において下記事項について、別添２

の参考資料等も活用しつつ、必要な対応をお願いするとともに、学校の体育活動に関わ

る全ての関係者への確実な周知が行われるよう、お取り計らいをお願いします。 

都道府県・指定都市教育委員会主管課におかれては、所管の学校及び域内の市（指定

都市を除く）区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管課におかれては、所轄

学校における体育活動中の体罰・ハラスメント等の根絶及び事故防止等は重要であ

り、新年度開始に当たっての留意事項をお知らせします。 



の学校法人及び学校に対して、国公立大学法人の附属学校担当課におかれては、その設

置する附属学校に対して、構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた地方公共

団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄の学校設置会社及び学校に対して、本件

について周知いただくようお願いします。 

 

 

記 

 

 

１ 体罰・ハラスメント等の不適切行為の根絶について 

体罰・ハラスメント等の不適切行為については、いかなる場合にも決して許される

ものではありません。しかしながら、令和６年度中に教職員等に対して処分等が行わ

れた、児童生徒等への体罰は419件、不適切な指導等は693件発生しており、引き続き、

根絶に向けた取組の徹底が必要です（出典：体罰等の実態把握について）。 

各学校におかれては、今一度、全教職員・指導者に対し、体育活動中の体罰・ハラ

スメント等の不適切行為の根絶に向けた認識の共有と、指導の徹底をお願いします。

また、各教育委員会等におかれては、各学校への適切な指導、助言等をお願いします。 

 

２ 体育活動中の事故防止について 

令和６年度における体育活動中の障害・死亡事故発生件数は、小学校８件、中学校

40件、高等学校158件となっています（出典：日本スポーツ振興センター：災害共済給

付状況）。 

事故を防ぐためには適切な安全対策を行うことが必要ですが、こうした対策は、学 

校の判断のみに委ねるのではなく、教育委員会等においてもその内容を確認し、事故

事例の共有等による再発防止に努めていただくことが重要です。 

（１）用具や活動場所等の安全確保について 

授業等で使用する用具等については、日常的に点検を行い、破損や老朽化等により

安全に使用できないおそれのある用具等については使用を控えるなど、適切に対処を

行うとともに、用具等の正しい使用方法の徹底を図ることにより、事故の発生を未然

に防ぐようお願いします。指導者が自作の用具等を使用する場合は、その作成や使用

に当たって安全性を十分に考慮するとともに、使用前に複数の指導者による安全性の

点検・確認をお願いします。また、活動場所の安全確保も重要です。例えば、運動場

や砂場に危険物はないか、屋内運動場の床に異常はないか等の安全管理をお願いしま

す。 

（２）活動に応じた事故防止について（熱中症対策や水泳・登山の際の事故防止等） 

暑熱環境下等における熱中症対策や、水泳や登山の際における事故防止等、各活動

に当たっての事故防止については、別添２で示す通知等においてそれぞれの事故防止

の留意点を示しているところです。こうした事故の防止に当たっては、児童生徒への

事前指導の実施も含めた計画的な指導計画の作成を行うこと及び、地域の実情や子供

たちの状態を踏まえた対応を行うことが重要です。 



３ 運動会、体育祭等で実施される組体操について 

組体操における安全性の確保については、「組体操等による事故防止について」（平

成２８年３月２５日付け事務連絡）及び「体育的行事における事故防止事例集」（平

成２９年３月 独立行政法人日本スポーツ振興センター）も踏まえた適切な安全対策

を確実に講じられない場合には、実施を厳に控えるようお願いします。 

 

４ 部活動に係る部費等の適切な取扱いについて 

部活動に係る部費や遠征費等について、顧問の教師等による横領や不正受給、不適

切な会計処理などの事案が発生しています。 

各学校におかれては、顧問が保護者や生徒から現金を預かる機会の縮減に努め、例

えば、学校を経由せずに保護者と業者等の間で直接支払い等を行う方法等を用いるな

ど、適切な方法を御検討いただくとともに、部活動に係る部費等について不適切な会

計処理が行われないよう、顧問の教師等に対し、適切な取扱いを行うよう指導をお願

いします。また、各教育委員会等におかれては、各学校への適切な指導、助言等をお

願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件担当】 

スポーツ庁政策課企画調整室学校体育指導係 

電 話  03-6734-2674（直通） 

電子ﾒｰﾙ skikaku@mext.go.jp 

 

スポーツ庁地域スポーツ課学校運動部活動係 

電 話  03-6734-3953（直通） 

電子ﾒｰﾙ tiikisport@mext.go.jp 

mailto:skikaku@mext.go.jp
file:///C:/Users/t-kodama/Desktop/体罰案・参考/tiikisport@mext.go.jp


 

部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン（令和７年12月） 
＜抜粋＞ 

 
Ⅳ 学校部活動の在り方 
２ 適切な指導及び安全・安心の確保 
（１）暴力・暴言・ハラスメント・いじめ等の不適切行為の根絶 
 

●顧問の教師等や保護者・生徒等への研修等の推進による共通理解の向上を図ると

ともに、適切な生徒集団づくりや日頃からの生徒への目配り、開かれた環境の整

備等により、暴力・暴言・ハラスメント、いじめ等の不適切行為の未然防止を徹

底すること。 
 

●また、事案発生時には迅速な対応及び再発防止の徹底を図ること。その際、特に、

顧問の教師等任せにせず、所管する教育委員会や学校組織全体で対応に当たるこ

とが重要であり、生徒のケアを最優先に、加害生徒への指導等に適切に対応する

こと。 
 

●事実確認等に当たっては、加害者、被害者、その他の関係者から丁寧に聞き取り

を行い、事案に応じて、厳正に教師等の処分等を実施すること。 

 

・ 学校部活動においては、顧問の教師等だけに運営・指導を任せるのではなく、

学校組織全体で目標や指導方針等を考えることが必要である。 
 

・ 今後、国において作成する指導の手引き等に沿った対応を行うこと（それまで

の間は、「運動部活動での指導のガイドライン」（平成25年5月文部科学省）に沿っ

た指導を行うこと）。特に、同ガイドラインにおいて示された「肉体的、精神的な

負荷や厳しい指導」と「体罰等の許されない指導」の区別が、顧問の教師等はも

とより、保護者・生徒等にも十分に理解されるようにすること。 
 

・ 暴力・暴言・ハラスメント等の不適切行為は、閉鎖的な環境・人間関係の下で

発生しやすいことから、複数の指導人材等が関わるなど開かれた活動環境の整備

や、指導者・生徒・保護者等によるコミュニケーションの活性化等を通じた風通

しの良い組織作りなどにも留意すること。 

 

３ 適切な活動時間・休養日等の設定 
 

【休 養 日】週２日以上の休養日を設定すること。 
 

【活動時間】１日の活動時間は、長くとも平日は１日２時間程度、休日は１日３時

間程度とし、週当たりの活動時間は11時間程度の範囲内とすること。

その中で、できるだけ短時間で合理的かつ効率的・効果的な活動を行

うこと。 
 

【その他】長期休業中に一定期間のオフシーズンを設定すること。 

等

別添１ 

ｂｗっ

氏 



【学校等での事故防止対策に関する参考資料】 
 
「スポーツ事故防止ハンドブック」（令和２年度スポーツ庁委託事業） 

 
令和３年３月 独立行政法人日本スポーツ振興センター 
※ 全学校等に配布（令和３年） 
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/R2handbook/handbook_A5.pdf 

 
 
 
「体育的行事における事故防止事例集」（平成２８年度スポーツ庁委託事業） 
 
平成２９年３月 独立行政法人日本スポーツ振興センター 
※ 全小学校・中学校等に配布（平成２９年） 
 

 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/28jireisyu.pdf 
 
 

「学校等での事故防止対策集」 
独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページ 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/bousi_kenkyu/tabid/337/Default.aspx 
 
「野球等の移動式バッティングケージの転倒等による事故防止について（通知）」 
   令和５年５月30日付事務連絡 スポーツ庁地域スポーツ課 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1419028_00008.htm 
 
「落雷事故の防止について（依頼）」 

令和７年４月11日付事務連絡 文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 スポーツ庁地域スポーツ課 
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/jsa_00046.html 

 
「登山事故の防止について（通知）」 
   令和７年４月21日付事務連絡 文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 スポーツ庁地域スポーツ課 
      https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/jsa_00047.html 

 

「水泳等事故の防止について（通知）」 
   令和７年５月２日付7ス庁第274号 スポーツ庁次長 
     https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/jsa_00049.html 

 

「熱中症事故の防止について（依頼）」 
   令和７年５月２日付7ス健ス第6号 スポーツ庁健康スポーツ課長 スポーツ庁地域スポーツ課長 スポーツ庁参事官（地域振興担当）  
      https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/jsa_00051.html 

 
【運動部活動指導の参考資料】 
 
「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」 

令和７年12月 文部科学省  
mext.go.jp/sports/content/20251222-spt_oripara-000046180_00234.pdf 

 
「運動部活動での指導のガイドライン」 

平成25年５月 文部科学省  ※ 全中学校・高等学校に配布（平成２５年） 
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/detail/1406072.htm 

 
「運動・スポーツにおける安全対策の評価・改善のためのガイドライン（施行版）」 
   令和８年１月 スポーツ庁 運動・スポーツ中の安全確保対策に関する検討会 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1372002.htm 
 

「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について（通知）」 
平成25年３月13日付24文科初第1269号 文部科学省初等中等教育局長 文部科学省スポーツ・青少年局長  

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331907.htm 
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